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認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 

重 要 事 項 説 明 書 

                                                                                                                                                                  

作成記入日 令和 8年 3月 1日 

 

１．事業者（法人）の概要 

法人の名称 シン建工業株式会社 

法人の種別 株式会社 

法人の代表者氏名 代表取締役  北 清太郎 

法人の主たる事務所の

所在地 
埼玉県さいたま市南区関 1-13-13 

法人の連絡先 

ＴＥＬ番号 ０４８－８３７－３０００ 

ＦＡＸ番号 ０４８－８３７－２０００ 

ホームページアドレス http://www.shinken-net.co.jp 

資本金 ９，８００万円 

設立年月日 昭和４８年１０月２３日 

 

２．事業所の概要 

事業所の名称 グループホームまごころ 

介護保険事業所番号 １１９６５００５４８ 

管理者氏名 施設長 石島 雄介 

開設年月日 平成２６年２月１日 

事業所の所在地 埼玉県さいたま市北区本郷町７３０番地 

事業所の連絡先 

ＴＥＬ番号 ０４８－７７８－７７７６ 

ＦＡＸ番号 ０４８－７７８－８８３６ 

ホームページアドレス http://shincare-style.co.jp/magokoro/ 

交通手段 
埼玉新都市交通伊奈線（ニューシャトル）東宮原駅下車 徒歩 4分 

ＪＲ高崎線 宮原駅下車 徒歩 15分 

損害賠償責任保険加入先 株式会社 損害保険ジャパン 

http://www.shinken-net.co.jp/
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（1）敷地及び建物 

敷地 537.82 ㎡ 

建物 

構造 鉄骨造地上 3 階建 

延べ床面積 831.27 ㎡ 

利用定員 18 名 

（2）主な設備 

設備の種類 室数 2Ｆユニット面積 3Ｆユニット面積 

 居室 各ユニット 9 室 
 9.39 ㎡×8 室 

12.72 ㎡×1 室 

9.39 ㎡×8 室 

12.72 ㎡×1 室 

 台所 各ユニット 1 室 6.40 ㎡ 6.40 ㎡ 

 浴室 各ユニット 1 室 8.05 ㎡ 8.05 ㎡ 

 脱衣室 各ユニット 1 室 11.38 ㎡ 11.38 ㎡ 

 トイレ 各ユニット３室 
3.30 ㎡×2 室 

5.93 ㎡×1 室 

3.30 ㎡×2 室 

5.93 ㎡×1 室 

 食堂・居間 各ユニット 1 室 49.40 ㎡×1 室 49.40 ㎡×1 室 

 

３．事業所の目的と運営の方針 

事業の目的 

認知症である要介護状態（要支援状態）の利用者に対して、適切な認

知症対応型共同生活介護（介護予防認知症共同生活介護）を提供する

ことを目的とする。 

施設運営の方針 

家庭的な環境と地域住民との交流のもとで、心身の特性を踏まえ尊厳

ある自立した生活を営めるよう日常生活全般にわたる援助を行い、心

身機能の維持回復を図り、生活機能の維持又は向上を目指す。 

 

４．職員体制（従業者の職種・員数・職務内容等） 

職員の職種 員数  

常勤 非常勤 

保有資格 
研修会受講等 

内 容   

 

専
従 

兼
務

 
 
 

専
従

 
 

 

兼
務

 
 

 

管理者 1 1 0 0 0 
介護福祉士 

介護支援専門員 

認知症介護実践研修

修了 

計画作成担当者 2 0 2 0 0 
介護福祉士 

介護支援専門員 

認知症介護実践研修

修了 

介護従事者 11 6 2 2 1 
介護福祉士 

ホームヘルパー２級 
 

(1)管理者 1 名 

  管理者は、従業者及び業務の実施状況の把握その他の業務の管理を一元的に行うととも

に、法令等において規定されている認知症対応型共同生活介護〔指定介護予防認知症対応

型共同生活介護〕の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項において指導を行

う。 
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(2)計画作成担当者 ２名 

  計画作成担当者は、適切なサービスが提供されるよう介護計画を作成するとともに、連

携する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、医療機関等との連絡・調整を行う。 

(3)介護従業者 １０名以上 

  介護従業者は、利用者に対し必要な介護及び世話、支援を行う。 

 

５．勤務体制（１ユニットに対して） 

昼間の体制 ３対１ 

07：00～16：00（早番） 

08：45～17：45（日勤） 

10：00～19：00（中遅番） 

13：00～22：00（遅番） 

夜間の体制 
 ９対１ 

 宿直・夜勤の別：夜勤 

 22：00～07：00（夜勤） 

 

６．利用状況（令和 8 年 3 月 1 日現在） 

利用者数 １ユニット当たり定員９人（ユニット数：１ユニット目） 

要介護度別 
要支援２： 0人、  要介護１： 1人、  要介護２：  1人、 

要介護３：  5人、 要介護４： 2人、 要介護５： 0人  

利用者数 １ユニット当たり定員９人（ユニット数：2ユニット目） 

要介護度別 
要支援２： 0人、  要介護１： 0人、  要介護２：  2人、 

要介護３：  3人、 要介護４： 3人、 要介護５： 0人  

 

７．利用について 

（１）当該市区町村により介護（要支援）認定、要支援２・要介護１～５の認定を受けた方で、 

  認知症であると医師から診断された方で、当施設指定の利用申込書に必要事項を記入して、 

  お申込み下さい。 

（２）利用前に事前面接を行います。その後、当施設での受け入れが決定した場合は契約となり  

  ます。契約の有効期限は介護保険認定期間と同じです。但し、引続き認定を受け、利用者又 

  はご家族の終了の申出がない場合は自動的に更新されるものとします。 

 

８．契約の終了について 

（１）利用者は申出ることにより、この契約を解除することができます。 

（２）施設は次の事由に当てはまる場合、利用者に対して、文書で通知することにより、この契 

  約を解除することができます。 

① 利用者のサービス利用料金の支払いが連続して２ケ月以上遅延し、料金を支払うよう催

告したにもかかわらず１０日以上の期間を定めてその期間内に滞納額の全額支払われな

い場合。 

  ②利用者が、施設や施設職員又は他の利用者に対して、この契約をし難いほどの背信行為を 

   行い、その状態が改善されない場合。 

（３）利用者が要介護（要支援）認定の更新で非該当（自立）、要支援１と認定された場合、所定 

  期間の経過をもってこの契約は終了します。 
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（４）次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。 

  ①利用者が介護保険施設に入所した場合。 

  ②利用者が死亡した場合。 

  ③やむを得ない事情により施設を閉鎖する場合。 

 

９．当施設利用にあたっての留意事項 

・サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示下さい。 

・施設内の設備や器具は本来の用法に従ってご利用下さい。これに反した利用により破損等が 

 生じた場合は弁償頂きます。 

・他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮下さい。 

・面会・・・午前９：００～午後７：００までとする。（事前の連絡により以外の時間も可） 

・外泊、外出・・・外泊、外出届出書を提出する。 

・飲酒、喫煙・・・施設内は禁煙とする。 

かかりつけ医の許可があり、かつ指定の場所にて飲酒，喫煙をする。 

アルコール、タバコ、ライターに関しては自己管理せず、施設管理を条件     

にする。 

・金銭、貴重品の持込み・・・金銭、貴重品は各自が管理し、万一紛失の場合でも、事業者は

一切責任を負わないものとする。但し、事業者への管理依頼も

要相談によりできる。 

 ・所持品の持込み・・・火気厳禁。居室の収納・タンスに収納できる範囲内でお持込下さい。 

各自で管理し、万一の場合、事業者は責任を負わない。 

 ・施設外での受診・・・家族もしくは介護人が同行することを条件にする。 

・宗教、政治活動・・・各自の自由に任せることとする。但し施設内での活動は禁止する。 

・ペット・・・禁止とする。但し治療によるペットは、施設長の許可を必要とする。 

 

１０．サービスおよび利用料等 

 

保険給付サービス 

※省令により変動あり 

 

食事・排泄･入浴(清拭)・着替えの介助等、日常生活上の世話､日常生

活の中での機能訓練､健康管理､相談･援助等上記については包括的に

提供され、下記の表による要介護度別に応じて定められた金額（省令

により変動有り）が自己負担となります｡ 

【基本料金（介護保険利用）】 

１日あたり     １割負担   ２割負担   ３割負担 

要支援２ ８００円  １，６００円 ２，４００円 

要介護１ ８０５円  １，６０９円 ２，４１３円 

要介護２ ８４２円  １，６８３円 ２，５２５円 

要介護３ ８６８円  １，７３５円 ２，６０２円 

          要介護４ ８８５円  １，７６９円 ２，６５３円 

        要介護５ ９０３円  １，８０５円 ２，７０８円 

【加算部分（介護保険利用）】 

①初期加算 

※ただし入居から３０日以内 

１日あたり     １割負担   ２割負担  ３割負担 

            ３２円    ６４円   ９６円 
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②医療連携体制加算Ⅰ（ハ） 

  １日あたり     １割負担   ２割負担  ３割負担 

            ４０円    ７９円  １１９円 

③医療連携体制加算Ⅱ 

 １日あたり     １割負担   ２割負担  ３割負担 

             ６円    １１円   １６円 

④退去時相談援助加算 

※当事業所を退去してご自宅に戻られる方のみ対象になります。 

１回のみ      １割負担   ２割負担  ３割負担 

           ４２８円   ８５５円 １，２８２円 

⑤若年性認知症利用者受入加算 

 ※６５歳未満の方が対象になります。 

１日あたり     １割負担   ２割負担  ３割負担 

           １２９円   ２５７円  ３８５円 

⑥看取り介護加算 

１割負担   ２割負担  ３割負担 

４日前～３０日前  １５４円   ３０８円   ４６２円 

前日～３日前    ７２７円 １，４５３円 ２，１７９円 

死亡当日    １，３６７円 ２，７３４円 ４，１０１円 

  

⑦認知症協力医療機関加算Ⅰ 

ひと月１０７円 

 

⑧介護職員処遇改善加算（加算Ⅲ） 

 １月ごとの認知症対応型共同生活介護の利用に伴う総単位数

（加算・減算単位も含む）に 15.5％を乗じ、小数点以下は四捨五

入をして得られた単位数が介護職員処遇改善加算の単位数とな

ります。そのうちの１割、2割または３割分が自己負担額となり

ます。 

 

   

 

保険対象外サービス 
特別食代・理美容代・おむつ代については、各個人の利用に応じて自

己負担となります。料金の改定は理由を付して事前に連絡されます。 

入居一時金 な し 

敷金 ６０，０００円 

居室の提供（家賃） ４５，０００円／月  １，５００円／日 

食事の提供 
４８，６００円／月  １，６２０円／日 

（朝食５４０円／１食・昼食５４０／１食・夕食５４０円／１食） 

※非課税、月３０日として計算 

共益費 
２２，０００円／月  ７３３円／日 

※非課税 

個人消耗品の費用 個人で使用した品は実費精算で自己負担となります。 

他医療機関への受診料 必要時のみ自己負担にてお願い致します。（不定期） 
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その他受けられる 

サービス 

さいたま北クリニックによる訪問診療サービス 

ひのき歯科による訪問診療サービス 

１１．サービス提供の記録保存と情報開示 

   サービス提供に関する記録を作成することとし、これを契約終了後５年間保存致します。 

  その記録は 10：00～17：00 の間、当施設にて閲覧できます。 

 

１２．秘密保持の遵守 

（１）施設及びすべての職員はサービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族に関する秘 

  密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は、本契約が終了した後も継続し 

  ます。 

（２）個人情報については法人の各事業が提供するサービスを適正かつ円滑に提供するために必  

  要な範囲内で情報を収集し、各事業責任者のもとに保管するとともに利用目的に沿った利用 

  を行います。 

   なお、下記内容の場合に情報提供を行うことがありますので、ご承知おき下さい。 

  ①内部での利用 

   1）入退居等の管理             5）施設サービス提供職員の連携 

   2）会計・経理               6）施設サービスや業務の維持 

   3）事故等の報告              7）当該事業所内において行われる学生へ 

   4）施設サービスの向上             の実習の協力 

  ②外部への提供 

   1）利用者等にて提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等との連携（サー 

    ビス推進担当者会議等）、照会の回答。 

   2）利用者の疾病治療、健康維持のため、主治医等医師への連絡及び健康記録・生活記録。 

   3）ご家族への心身の状況の説明。 

  ③介護保険事務 

   1）審査支払機関へのレセプト等の提出。 

   2）審査支払機関又は保険者からの照会の回答。 

   3）損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等。 

 

１３．身体拘束等の禁止 

認知症対応型共同生活介護〔介護予防認知症対応型共同生活介護〕事業者は、入居者に

対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行わない。ただし、当該入居者又は他の入

居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合には、身体拘束の内容、目的、

理由、拘束の時間、時間帯、期間等を記載した説明書、経過観察記録、検討記録等記録の

整備や適正な手続きにより身体等の拘束を行う。 

 

１４．運営推進会議の設置 
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委員の構成 

・利用者 ・利用者の家族 ・地域住民の代表者 

・市区町村の職員 ・地域包括支援センター職員 

・小規模多機能型居宅介護について知見を有する者等 

開催時期 ２ケ月に１回開催 

会議録 運営推進会議の内容、評価、要望、助言等について記録を作成します。 

１５．協力医療機関 

医療機関名 

所在地 

ＴＥＬ番号 

診療科 

医療法人社団 三世会 さいたま北クリニック 

埼玉県さいたま市北区宮原町２－１０３－３０ 

０４８－６６２－９６１５ 

内科 皮膚科 眼科 精神科 

医療機関名 

所在地 

ＴＥＬ番号 

診療科 

ひのき歯科 

埼玉県さいたま市北区日進町２－１１０８－３ 

０４８－６５１－８８５５ 

歯科 

医療機関名 

所在地 

ＴＥＬ番号 

診療科 

医療法人 一成会 さいたま記念病院 

埼玉県さいたま市見沼区東宮下西１９６ 

０４８－６８６－３１１１ 

内科・外科・整形外科・脳神経外科・眼科・耳鼻科・皮膚科・泌尿器科 

 

１６．事故発生時・緊急時の対応方法 

事故発生時や利用者の体調悪化時の 

緊急時の対応方法 

容体の確認と応急処置を行う。 

１１９番するとともに主治医へ連絡して指示を受ける。 

ご家族へ連絡する。 

主治医 

利用者の主治医 医師 中村 宜由 

所属医療機関 医療法人社団 三世会 さいたま北クリニック 

所在地 埼玉県さいたま市北区宮原町 2－１０３－３０ 

電話番号 ０４８－６６２－９６１５ 

保 証 人 

身元引受人 

①緊急連絡先 ﾌﾘｶﾞﾅ 

       氏名 

 

（ 続柄       ） 

       住所 
 

 

     電話番号 
自宅 

携帯 

②緊急連絡先 ﾌﾘｶﾞﾅ 

       氏名 

 

              （ 続柄       ） 

      住所 
 

 

電話番号 
自宅 

携帯 
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１７．かかりつけ医について、グループホーム入所中は、指定医療機関をかかりつけ医とする。 

※緊急時の場合、救急車で受入可能な医療機関への搬送となります。 

 

 

１８．非常災害時の対策 

 非常災害時には、別途定める消防計画に則って対応を行います。 

また、避難訓練を２回、利用者も参加して行います。 

非常災害時の対応 

事業所内緊急連絡体制の確立 

関係機関への通報 

従事者の役割分担 

平常時の訓練 
従事者の火の始末の点検 

防火管理者のチェック 

消防計画等 
消防署への届出 

防火管理者  石島 雄介 

防犯防火設備 

避難設備等の概要 

自動火災報知機・消防用非常通報 

誘導灯・非常灯・消火器 

 

１９．苦情相談機関 

苦情相談窓口 

苦情受付方法 

電話番号 

担当者氏名：施設長  石島 雄介 

事務所窓口に来所又は電話にて受付 

０４８－７７８－７７７６ 

外部苦情申立て機関 

（連絡先電話番号） 

機  関  名：北区役所高齢介護課 

       ０４８－６６９－６０６８ 

       さいたま市介護保険課 

       ０４８－８２９－１２６４・１２６５ 

埼玉県国民健康保険団体連合会（苦情相談専用） 

０４８－８２４－２５６８ 
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認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護の提供開始にあたり、

利用者に対して本書面に基づいて、重要な事項を説明しました。 

 

令和      年      月      日 

 

事業者  

所在地 埼玉県さいたま市南区関 1-13-13 

名 称 シン建工業株式会社 

代表者 代表取締役  北 清太郎        

 

説明者 グループホームまごころ 

氏 名  施設長   石島 雄介      

 

 

私は、本書面により、事業者から認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共

同生活介護についての重要事項の説明を受けて内容に同意し、本書面の交付を受けました。 

 

令和      年      月      日 

 

            利用者  

住 所                      

 

氏 名                    印 

 

 

保証人   

住 所                      

 

氏 名                    印 

 

       （ 続柄             ） 


